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議会改革求める請願 ５たび不採択 

 

 市民自治あかしは今年６月の明石市議会定例会に「議会報告会の充実した開催を求める請願書」を提出しま

したが、未来市民、共産党、民主連合の３会派 12名の議員が賛成したものの、最大会派の真誠会と公明党など

17名の反対で請願は不採択になりました。今回も、付託された議会運営委員会（賛否同数で、委員長決済で不

採択）本会議を通じて、請願になぜ反対するのかという明確な理由は示されないまま、数で押し切る採決にな

りました。 

 議会改革を求める請願は改選後の昨年 6月議会以来連続 5回目の提出ですが、すべて上記の会派らの反対で

不採択になりました。2014 年 4月に施行した議会基本条例の遵守を具体的な行動で求めたものですが、いずれ

の場合も反対する議員や会派は反対理由を具体的に明らかにせず、最近では、遵守すべき議会基本条例の改正

すら公言する状況に至っています。 

 

 ◇不採択になった 6月の請願書（請願項目の要旨）◇ 

 議会報告会は議会基本条例の目的と原則に沿うよう、希望する市民が誰でも参加し、市民と議員が自由に意

見および情報を交換できる会合として実施してください。また、報告会は少なくとも年 2回以上、できれば年

4回の定例会終了ごとに開催し、市民の多くが参加できるように開催場所や時間も工夫してください。 

 

 市民自治あかしは、6月 5日に開催した第 4回総会でも「議会改革と議員の資質向上を求める取り組み」を

最重点課題に位置付け、今後とも継続的に取り組んでいくことを確認しました。 

 具体的には、以下の 4つの活動を挙げています。 

①定例会ごとに「請願書」を提出し、議会改革への提言を行います。 

②市民と議員の意見交換会を継続して開催します。 

③議員への公開質問書を波状的に提出し、回答結果を公開し、周知します。 

④他市の議会運営について、比較研究と調査に取り組みます。 

この一環として、8月 21日には下記の通り、「議会改革を考える―市民と議員の意見交換会 in明石」を開催

します。明石市議会内部で起きている問題点や、議員間の自由な討議で議員に対する懲罰動議を否決した米子

市議会（鳥取県）、３分の１を超す女性議員や議会改革先進市の宝塚市議会などからの報告と問題提起をもと

に、市民と議員が膝を交えて語り合います。 

 議会改革を考える☆☆☆市民と議員の意見交換会 in 明石 

と き  ８月２１日（日）午後１時３０分～４時３０分 

ところ  明石市生涯学習センター 学習室３（明石駅前のアスピア明石北館８階） 

報告予定  明石市議会、鳥取県米子市議会、宝塚市議会ほか。市民自治あかし 

＜どなたでも参加できます。歓迎＞ 

 

議員の活動がひと目でわかる「議員活動カード」公表 市民自治あかしのＨＰで、明石市議

会の議員 30 名の請願に対する賛否結果や本会議での質問回数など活動状況がわかる「議員活動カード」を作成

し公表しました。今後、評価項目の追加や任意の記述ができるように充実していきます。 
 

政策提言市民団体 市民自治あかし    Ｅ-ｍａｉｌ：shiminjichi.akashi@gmail.com 

事務局：明石市太寺 4-9-17  ℡078-913-1241 fax078-914-8039 銀座事務所:明石市本町 1-6-3 

http://shiminjichi-akashi.net/ 



奇怪な議会、議会報告会の怪>明石市議会

こうした議会の姿勢については、2008年
に議会が公式に表した「明石市議会（議員）

のあるべき姿」（井藤圭湍 議長）がある。その

基本理念は輝かしい。

「明石市議会（議員）のあるべき姿」に基づ

き、明石市議会基本条例の検討を議員み

ずから行った。そして、この理念を確かめる

べく議会報告会が試行された。その実施状

況は次のとおりだった。

2012年1月25日(水)夜間 19:00～ 西部文化会館 46名

26日(木)夜間 19:00～ 産業交流センター 85名

29日(日曜日) 15:00～ 明石商工会議所 114名

３回の開催で市民２４５名の参加

翌年度も議会報告会が試行された（左/お知らせポスター。右下/写真） 2012年11月に市内東西５会

場で、平日の夜間４回、土曜の午後１回を開催し、参加者の合計は２１９名。これに加えて同年度

中にさらに２回（いずれも日曜日）実施され７４名の参加があった。総数２９３名と前年実績を超えて市

民の関心を集めている。参加者の人数は議会が公式に発表している数字だ。

しかし、2015年度の議会報告会の参加者は合計あ

わせても８８名。５回開催したがすべて市役所に隣接

する議会棟で実施している。平日の昼間帯４回、土曜

日の午前１回。平日４回は参加者を議会側が「指定し」

指定されなかった市民は「傍聴のみ」で発言は許され

なかった。唯一、土曜日の開催１回が市民に「開放」さ

れた（参加した市民１９名）

市民の一人はこう発言した。「議会報告会はありがた

い。議会と市民のやりとりができる。今日は、一カ所だ

けであったが、市内何カ所か参加しやすい場所でこう

いう場を作ってほしい」（公式「議会報告会実施報告書」より）

奇っ怪なのは、2014年8月30日と同年11月7日の議会報告会は「関係者のみ」が招集され、

市民には「非公開」と公式記録にある（右枠） 上述の「明石市議会（議員）のあるべき姿」を再度み

てほしい。「市民のための開かれた市議会を目指す」と明らかに矛盾している。「非公開」の理由

が何であれ、議会報告会と称するものを市民に開示しないのであれば、議会報告会ではない。

2016年6月28日議会運営委員会の請願審議で、

「参加した市民の数は基準にならない」と暴言！

「支持者に」報告する議員の報告会

のそれとは違う。明石市議会基本条

例に規定される議会報告会のこと。

泉房穂市長は初当選時、市民の声

を直接きく懇談会を市内各所でしてい

た。議員も市長と同様、直接選挙で選

ばれる。市長・議員の双方を市民が選

ぶのでこれを「二元代表制」という。だ

から、議員で構成する議会も市民に

議会活動を報告すべきと議会基本条

例で義務づけた。

つまり、4年に1回の選挙ごとではな

く、主権者の市民に対しては、随時、

議会活動を報告し、市民の声を聞こ

う、ということだ。

市民の傍聴につきましては、総務・生活

文化常任委員会は受け付けますが、相

手方団体との調整により、発言について

は、ご遠慮いただくこととします。

文教厚生・建設企業常任委員会は、都

合により市民の傍聴はできません。

（明石市議会）「平成２６年度 議会報

告会の開催について」の告知文より

明石市議会基本条例は

２０１４年４月１日に施行された

上述の、──総数２９３名と前年実績を超えて市民の関心を集めている。──を取り上げた三好宏議員（真誠会）は、「真誠

会の総意としては、請願に反対だ。2011、2012年度の参加人数は、場所や時間を変えて開いたが、毎回同じ人

が発言しているのがいいのかどうか？ 参加人数の多寡が、善し悪しの基準にはならない。そんなことも踏まえて、

試行錯誤しながら合意したのが今の形だ。議論しながらやっているので至当だ。請願の本文中に書いているよう

なことなら、賛成できない」。これに加え、「（議会報告会の回数は）2回以上、今もやっている。（今後は）基本条例

の改正も含めて判断すべき内容だ」と発言した。試行中だった参加実績について「参加人数は指標でない」という

暴言。「参加しやすいかどうかは考慮する必要なし。現状でよい」と問題発言。「議会基本条例の改正も含めて検討が必要」と

は、語るに落ちる。公明党もこれに同調？して請願は否決された。 ※詳細は市民自治あかしのHPにあります

三好議員

明石市議会は、共に市民から選

ばれる市長並びに議員からなる

市議会という二元代表制のも

と、議論を尽くして合意形成を

図る合議制の意思決定機関とし

て、多様な民意を市政に反映

し、市民の負託に応えるため、

市長とは独立、対等の立場で相

互に牽制しながら、政策決定及び事務の執行について

の監視、評価等を行うとともに自らも政策立案、政策提

言を行う。

さらには、積極的に情報公開、市民参加を推進し、

市民のための開かれた市議会を目指すとともに、時代

の流れに的確に対応できるよう常に議会の活性化に取

り組むものとする。

「明石市議会（議員）のあるべき姿」より

井藤圭湍 元議長


